
「健康づくり推進実施計画（第３次）」の改定状況について

１ 健康づくり推進実施計画の期間について
健康づくり推進実施計画（第３次）は、令和６年度～令和11年度を計画期間とします。
国の次期国民健康づくり運動プランは令和６年度～令和17年度を計画期間（12年間）としています。
今後の社会環境変化を考えると、12年間はかなりの長期になるため、その中間評価年にあわせます。
※現行の「健康づくり推進プラン(第３次）」の期間は令和４年度～令和８年度となっており、プランの

終期の延長を検討。(保健医療計画や医療費適正化計画と改定年次を合わせるため、「健康づくり推進実施計画」に合わせる)

資料４-１

３ 計画の構成

２ 計画の目標項目について

次期計画の目標項目は、２次計画の目標項目の進捗状況や本年５月31日に示された国の新プランに
おける目標等を勘案し設定。目標指標は、65指標（95項目）とする。

指標のうち目標設定をするのは、原則、アウトカム（成果）に関する指標とし、アウトプット（結
果）指標は目標値を設定しない「モニタリング指標」として整理。

※目標項目の一覧は資料4-4を参照ください

章立て 記載内容 

第１章 基本的事項 計画策定の趣旨、位置づけ、関係者の役割など 

第２章 県民の健康をめぐる現状 人口、死因別思慕、平均寿命・健康寿命など 

第３章 第２次計画の目標の達成状況と評価 第２次計画の目標の達成状況とその評価 

第４章 第３次計画の基本目標 
［基本目標］健康寿命（平均自立期間）の延伸 

圏域間の健康寿命の差の縮小 

第５章 第３次計画の基本的な方針 

１ ライフステージに対応した取組の強化 
２ 健康寿命の延伸に向けた個人の主体的な取組の推進 
３ 社会全体として健康づくりを支える体制の構築 
４ 多様な地域特性に応じた支援の充実 

第６章 分野別取組 

以下の４分野に関する取組方針や県の主な施策、 各分野の目標 
１ 生活習慣病予防等の健康づくり 
２ 歯及び口腔の健康づくり 
３ こころの健康づくり 
４ 健康危機事案への対応 

第７章 圏域の取組 
圏域ごと（各県民局単位）の２次計画の目標達成状況や３次計
画の目標 

第８章 健康関連データ集 
人口推移、人口構成割合の推移、特定健診受診率・ 
特定保健指導実施率の推移など 


